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父親の子育てについての意識と実態についての研究
一 延 岡市 を中心 に 一

安原 青兒 元木 久男 イ
山西 谷美

A Study on Paternal Childcare Characteristics in Northern Miyazaki Prefecture

Setti YASUHARA Hisao MOTOKI*Hiromi YAMANISHI

Abstract

For successful implementation of」 apanese government policies of chユ dcare support and、、アork llfe

balance,the reconsideration of working life and the active participation of the father in childcare are

essential.In order to deternline the actual situation in less urban areas, this study presents results

from a(luestionnaire given to fathers of kindergarten children in Nobeoka,Kadogawa and Hyuga

cities in northern lvliyazaki prefecture on their level of participation in child rearing.

Results found that the fathers in this region actively spend more tilne＼ vith their chldren than the

national average,and are highly conscious of their parental role in the fanllly,HoMrever,they also

reported a high degree of overtime,weekend and hoLday、 、アork,and difficulty in actualy taking

chldcare leave,which would detrilnentally arect their overal income.

In order to implement effective polcies based on the local characteristics of the region(that is,a high

percentage of nuclear fanlilies both working but with lo、 ver incomes),it is necessary to provide lnore

variation in childcare services,such as、 、l‐eekend and hOlday childcare and care for sick children.

Emergency and night rnedical services for chldren are also urgently needed,as、 、アen as conllnunity

development,and cooperation among local government agencies,companies and community residents

is essential to produce a successful support systeln for the next generation.

Key、汀ords:paternal childcare, local characteristics, fostering next generation
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はじめに

1990年 の “1.57シ ョック"により,少子化現象が問

題視されるようになった.現在,統合的な施策が展開さ

れるようになっている。

この少子化施策には二つの流れが確認できる.最初の

流れは,初期の「エンゼルプラン」(19951999年度)や

111

「新エンゼルプラン」(200(12004年 度)に見られるように
,

固定的性別役割分業を前提とした母親に対する「仕事と

子育ての両立支援Jと , これに対応して展開されている保

育施策である。しかし,少子化現象は解消されず,母親の

育児負担も軽減されなかったため,「少子化対策プラスワ

ンJ(2002年 策定)か らは,男性も含めた働き方の見直し

の視点が取り込まれた。男性の育児休業の取得率の目標
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値も設定されるなど父親の育児参加が促進されるようにな

り,「子ども。子育て応援プラン」に引き継がれているl

二つ目の流れは,「次世代育成支援対策推進法」(2003

年制定)に より,国や地方公共団体,企業という社会全体

で次世代の育成のために具体的な行動計画を策定し推進

していくこととなったことである.長時間労働や休暇が

取りにくいなど,子育ては個々の家庭の努力だけでは難

しい側面が多い。次世代育成という概念の導入により
,

地域社会や企業の環境改善から子育て支援が求められる

ようになった(山西2008:5657).

さらに,「新しい少子化対策について」(2006年決定)で

は,「社会全体の意識改革」と「子どもと家族を大切にす

るという視点に立った施策の充実」という新たな視点が

提示された。2007年 12月 には 「子どもと家族を応援する

日本」重点戦略がとりまとめられ,「仕事と生活の調和の

実現Jと 「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」 (「親

の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における子育て」

を包括的に支援する仕組み)を 「車の両輪」として同時

並行的に取 り組んでいくことが示された.同年策定され

た 「仕事と生活の調和(ワ ーク・ライフ・バランス)憲章」

に基づき,2008年より内閣府が仕事と生活の調和(ワ ー

ク・ライフ 。バランス)推進のための国民運動である「カ

エル !ジャパンJキャンペーンを,厚生労働省も「仕事と

生活の調和推進プロジェクト」をそれぞれ開始し,社会

全体の意識改革が図られているの。日本社会において,働

き方を見直し,父親の子育て参加を促進することが,国

や企業など民間も挙げた緊急の課題となりつつある.

しかし,実際には父親たちの育児時間は少なく,父親

たちが積極的に子育てに関わつている状況にはまだ至っ

ていない (国立女性教育会館2007;内 閣府2007).

国の施策としてこのようなキャンペーンやプロジェクト

が推進されていく一方で,地域格差の問題もある.都市部

以外の地域に暮らす子育て世代の家庭にとって,現在の一

連の子育て支援施策がどれだけ有効といえるのだろうか,

元々,少子化対策として始まったこれら一連の施策で

はあるが,本学の位置する宮崎県の合計特殊出生率は全

国2位である.延岡市など県北部地域はさらに高い値を示

している士 従来,国による施策は全国データなどの統計

に基づき策定されるため,各地域の特徴や特性が反映さ

れにくいのが現状である。しかし,「次世代育成支援対策

推進法」では,地方公共団体に行動計画の策定義務が規

定された.こ の法律の特徴は,一律の基準に基づくので

はなく,市町村の特色・独自性に基づく計画・実施・評

価を図る点にある (釘)厚生統計協会2006:1213).

われわれは,宮崎県北部地域の特性に基づいた独自の
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子育て支援施策の在り方を考える上で必要な地域課題を

把握するため,一連の少子化施策が進行する中でも,「少

子化対策プラスワンJ以降,推進されている父親の子育

て参加について,父親自身の意識と実態の現状を把握す

るため調査研究を行つた

なお,本稿では,主に単純集計結果に基づき調査の概

要を報告することに留め,詳 しい分析は稿を改めること

にする。

調査の概要

1.調査の目的・方法

現在,子育て支援やワーク・ライフ・バランス施策が全

国一律の運動として展開されつつある。しかし,その本来

の意味での子育てや生活のゆとりの実現のためには,それ

ぞれの地域の実情にあった具体的な取り組みが求められる.

子育て支援施策やワーク・ライフ・バランス施策にお

いて共通口具題となる働き方の見直しや父親の子育て参加

について,地域の実情を把握するため,宮崎県北部地域

における保育園児の父親を対象に「父親の子育て参加に

ついてのアンケー ト」を実施した。

地域の父親の子育てに対する意識と子育て参加の実態を

把握することによって,現在,全国一律に展開されている

子育て支援の有効性について検討し,地方において必要な

支援の在り方を考察することを目的とするものである。

調査方法は,本学のある延岡市を中心とした宮崎県北

部地域の公立および民間の保育園計10園 に協力を依頼

し,通っている保育園児の父親に対しアンケー ト用紙の

配布回収を行つてもらった。今回の調査目的より,母子

家庭や祖父母のみなど父親のいない家庭に対しては配布

していない。また,一つの家庭から複数の子どもが通園

している場合は,1票 のみを配布してもらう一世帯に1

票の配布形式である.そ の結果,配布教は10園合わせ

て642票 ,回収数は337票 (回収率52.5%)の うち,有

効回答票数は325票であつた°

また,ア ンケー ト調査実施時期については,2008年 3

月のlヵ 月の範囲内で順次行っていつため
.

2.調査対象地域の特徴 と対象者の基本的属性

今回,ア ンケー ト調査を行った宮崎県の特徴について

説明する°.人 口(2005年 )は,宮崎県1,153,042人 ,その

うち今回の調査対象地域では,延岡市135,182人 ,門川

町19,207人 , 日向市63,555人 である。老人人口割合

(2006年 )は,宮崎県は24.1%と 全国平均の20.8%よ りも

かなり高い。しかし,一般世帯に占める核家族世帯率



(2005年 )は全国平均の57.87%に対して61.27%で全国8

位と高い。合計特殊出生率(2006年 )は 1.55で全国平均

1.32よ りも高く,沖縄の1,74に次いで全国2位である。産

業従事者数(2005年 )は第一次産業従事者12.7%,第二次

産業従事者22.8%,第二次産業従事者63.6%で,第一次

産業従事者の割合が全国平均4.8%に比べて高くなってい

る。世帯主の勤務先月収(2006年 )は,全国平均の432千

円に対し,346.6千 円で全国では45位 と低い.共働き率

(2005年 )は全国平均26.57%に 対し30,16%で 少し高い.

今回のアンケー ト調査の対象となった保育園児の父親

たちの年齢は22歳から53歳まで,平均値は34.45歳 で

あった(SD5.83).30歳未満が18.8%(61人 ),30歳 から

35歳未満が36.3%(118人 ),35歳 か ら40歳 未満が

24.0%(78人 ),40歳以上から50歳未満が20.0%(65人 ),

50歳以上が0.9%(3人 )で あった.

従業上の地位は,正社員や公務員など常時勤務の被雇

用者が80,0%(256人 ), 自営業 (農林水産業以外)が

14.7%(47人 )で合わせて全体の9割以上を占める。残 り

の1割は,派遣・契約社員,パー ト・アルバイ ト, 自営業

(農林水産業)な どであった。無職はいなかった.

自営業を除くと,勤務先産業は,建設業が19,6%(50

人),製造業が23.5%(60人),サービス産業が15,7%(40

人),公務員が10.2%(26人 )で,サービス産業従事者より

も建設業従事者が多い.

勤務先規模は,30人未満の所が46.4%(105人 )と 約半

数を占め,30人以上100人未満が19,1%(51人 ),101人

から300人未満が11.6%(31人 )で ある。現行の次世代育

成支援対策推進法において,一般事業主として行動計画

策定義務対象 となる従業員 301人 以上の勤務先は

12,7%(34人 ),特定事業主である官公庁に勤務する

10,1%(27人 )を 合わせても2割であった。

年間の父親の収入は,200万 円未満が9.3%(30人 ),

200万 300万 円未満が41.0%(132人 ),300万 400万 円

未満が26.4%(85人 ),400万 500万 円未満が12.4%(40

人),500万 円以上は10.9%(35人 )で あった。年収300万

円未満の父親が過半数を占める.

世帯構成は,「 自分と妻と子どもJか らなる核家族世

帯が80.4%(259人 ),「 自分と妻と子どもと親」からなる

三世代世帯が16.8%(54人 )で あった。子ども数は,1人か

ら最大5人,平均値は2.06人 (SD O.82)で ,子ども数 「2

人Jの父親が約半数であった。

妻は,正社員や公務員などの常時勤務の被雇用者が

41,3%(133人 ),派遣・契約社員およびパー ト・アルバイ

トの43.8%(141人 )の 方が多くを占めている.妻の勤務先

の産業では,一番多いのは「医療・福祉」が28.3%(78

113

人),次いで 「サービス業」が 19。2%(53人 )で あった.

調査結果

1.父親の子育て参加の実態

図1は父親たちの子育て参加の実態について示したも

のである。船橋は,親の基本的役割は「扶養」,「社会化」,

「世話」の3つ に集約されるとしている(船橋1999:102-

103).こ れまで性別役割分業の視点から父親の役割は

主に「扶養」に焦点が当てられてきており,食事をさせ

たりする「世話」や, しつけや教育などの「社会化」に

ついては,主に母親の役割とされてきた。

また,母親の場合は,家事 。育児と表現されやすく,

家事が育児と並列して捉えられ,実際の生活でも子ども

に食事をさせるためには準備から後片付けまでが一体化

している。しかし,父親の場合には,育児をするかどう

かが問われても,家事が問われることが少ない。

今回のアンケー ト調査では,「扶養」については収入

で代替をし,「世話」「社会化」「家事」を子育て参加の

要素とし,それぞれの要素に対応する項目群を設けた。

図1の aqの各項目において,afは 「世話」の項目群と

して,gmは 「社会化」の項目群として,1ュ qを 「家事」

の項目群とした。それぞれの項目に対して,「 いつもす

る」「時々する」「あまりしない」「しないJの父親自身

による4段階の主観的評価で回答してもらった。「いつ

もするJ「時々する」を合わせると「世話」や 「社会化J

の殆どの項目では8割から9割 前後の父親がすると答え

ている。また,「家事Jの項目群では割合は下がるが5

割から6割の父親がすると答えている

aミ ルクや食事の世話

b捺泄の世話

c風 呂に入れる

こ着替えの世話

e寝かしつける

f病気のときσ,看譲

g室 内で避ぶ

五屋外で遊ぶ

i_(絵)本 の畿赤闘かせ

,しつけ

弦保青題や幼稚日の送り迎え

ユ外食や旅行など家族の外出

Ill保育薗などの行事への参加

H食事のしたく'後片付け

oそ うし

,せんたく

(ェ 買い鴇

といつもする 日合計 (「ヽヽつもするJ・ 「時 す々るJ)

安原青兒ほか :父親の子育てについての意識と実態についての研究

図1 父親の子育て参加の実態
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以上の結果は, これまでの調査結果に比べると,今回

の調査対象となった父親たちは積粒的に子育てに関わつ

ているといえるだろう.

なお,「 1。 (絵)本 の読み聞かせ」では,「時々する」を

含めても47.4%(154人 )と 他の項目よりもかなり低く,

さらヤこ「いつもする」では6.5%(21人 )と ,「家事」の項

目群よりさらに少ない。この傾向は今回の調査結果に限

らず指摘される傾向である.男性は社会化の過程におい

て,感情を素直に表現することが抑制されやすいため,

このように母親の役割であつた感情表出をともなう情操

教育の領域では,関わりにくい様子がうかがえる.

父親自身による主観的評価という限界はあるが,今回

の調査対象の父親たちは,比較的よく子育てに関わって

いるといえるだろう.その背景として考えられることに,

父親が費やす子育て時間の違いがある.平成18年の社会

生活基本調査では,末子就学前の子どもを持つ有業の夫

の平日の育児時間は全国平均で20分 ,家事時 F口弓は6分で

ある。日曜日は若千伸び,育児時間が61分 ,家事時間は

18分である 日本の父親の家事や育児にかける時間は,

他の先進国と比較しても非常に短い(内閣府2007:46)。

しかし,今回のアンケー ト調査結果では,調査対象の
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図2 子育てについての意識

父親たちによる子育て時間はもっと長い。平日の子育て

時間は,2時間以上の人は30.6%(97人),1時 間以上の

人は57.4%(182人 )と 過半数を占めている.休 日の子育

て時間は,4日寺間以上の人が51.1%(161人 )であつた。

このような結果となったのは,後述の調査対象地域の

父親たちの通勤時間や職場環境など労働条件の影響があ

ると思われる。

2.子育てについての意識

主観的評価では,種々の具体的な子育てに参加する割

合も高く時間も長いが,父親たちの子育てについての意

識も同様に高いのだろうか。「自分が子育てをどの程度

していると思いますかJと いう自己採点についての項目

では,「 まあよくやっている」が54.6%(173人 )と 過半数

を占め,「よくやつている」と併せると7割以上の父親

で自己採点は高い。

図2は父親たちの子育てについての意識である。父親

たちにとって,「子育てを楽しいと感じることがどのくら

いありますか」 という問いに対 して,「 よくある」の

58,7%(186人 )と ,「時々あるJの 38.8%(123人 )を 併せる

と殆どの父親が楽しいと感じている.

一方で,「お子さんの世話や相手をしていてイライラ

したり,つ らいと感じることがどのくらいありますか」

という問いに対しても,「時々ある」が55.8%(177人 )と

過半数を占め,「よくある」の7.3%(23人 )と併せると6

割以上の父親がつらいと感じていることが分かる。育児

不安については母親ばかりが強調されてきたが,父親が

育児に積極的な今日では,関わる時間が多くなると,そ

の分つらく感じることも増えることがうかがえる。

しかし,子どもとの関係における満足度については, 喘

足している」が53.6%(170人 ),「 まあ満足している」の

42.3%(134人 )も含めると9割以上の父親が満足していた.

次に,図 3に示す子育てに関する家族意識では,各頂

目について 「そう思う」から「そう思わない」までの4

段階で回答してもらった。「b.父親も積極的に子育てに関

わるべき」は,「そう思う」 。「まあそう思う」併せると

94,7%(306人 )で あった また 「c.男 性も家事に積極的に

関わるべきだ」では,79.8%(257人 )と 約8割 の父親が支

持している。現状(図 1)では,家事は子どもの世話や社会

化よりも参加率がかなり低かつたが,意識面では支持さ

れた結果となった.

0路 10ヽ   2銚    30X   4協    5鶴    60穂   7齢

よくある

時々ある

あまりない
五与

′
o

まつたくない ど,8%

■子育てが楽しい B子育てがつらい

0.3γ。



略.母親は子どもが生まれたら,仕事を持たず育児に専

念すべきだ」という母性規範に関する意識については
,

調査対象者が共働きの子育て家庭の父親であるため ,

12.4%(40人 )と かなり支持は低い。

また一方で,「a.男性はなによりも仕事を大切にするベ

きだ」でも65。2%(210人 )と,6割以上の父親が支持をして

いる.性別役割分業意識が強いというよりも,男性が主

な稼ざ主である子育て家庭が実質多い中で,父親は子育

てへの強い関心を持ちながらも扶養役割の自覚が強いこ

とを示しているのだろう。そのため,仕事,育児や家事
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に比べ,自分の時間は後回しになっている。

別の質問項目で,どちらが育児休業を取得するのがよ

いと思うかと間うと,「妻がするのがよいJが57.6%(185

人)と ,「夫婦で話し合ってどちらがするか決めるのがよ

い」の40.5%(130人 )を上回つていた。「夫がするのがよ

い」を選択して人は全くいなかった。

31子育てで困っていること

「子育てで,なにか困つていることがありますか」 (図

4)と いう問いに対しては,「困っていることがある」の

安原青兒ほか :父親の子育てについての意識と実態についての研究

図3 家族意識

O,610うと20第 80挑 40X50%60,6f09680%90%10鶴

a男性は仕事を優先すべき

b父親も積極的に子育てに関わるべき
7X

c男性も家事 こヽ積極的ここ関わるべき

と
'ど

によりも自分の時甚母を大切に

e母親は育児に専念すべき

Bそ う思う と合計 (「そう思うこ・「まあそう基う1)

1.時間デlく 足りない

2.仕事で猿れていて幸い

3、 自分の生活にゆとりがなしヽ

4.急病など突発的事態への対応困難

る経済的負担が大きい

6.家が狭い

7近所に安全な道ど場がない

もうまく遊んだけあやせない

9,子どもの気持ちや考えが分からない

10子ともが思い通りにならない

11.相 談相手がとヽない

12子育てlt関し妻と意見が合わない

13.妻の子育ての超みへの対応

14妻が子育てに素心てデょい

15その他
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図4 子育てで困つていること(複数回答)
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は51.6%(159人 ),「 困つていることがない」のは48.4%

(149人 )と ほぼ半々に分かれた。「困つていることがある」

と回答した159人に対し,その内容について複数回答で

尋ねると,「 1,仕事のため子どもの世話や相手をする時

間が足 りない」が49,7%(79人 )で一番多く,次いで 「4.

仕事があるため,子どもに,急病など突発的なことが起

こったとき対応ができない」の45.3%(72人 )や ,「7.近所

に子どもを安心して遊ばせるところがないJの 32.7%(52

人)が続いている。これに対し, 自分についての項目や ,

子どもや妻との関係における項目は回答が少ない。

調査対象となった子育て世代の父親にとって,子育て

における問題点は,子どもや妻との関係よりも,む しろ

仕事と子育ての両立というワーク・ライフ・バランスや,

緊急時への対応,安全な遊び場の確保といつた労l動環境

やセイフティ・ネットのシステム,公園や道路など社会

資本の整備が大きいことが分かる。

4.子育て支援についての職場環境

父親が育児を行う上で職場環境の対応は不可欠である.

製造業従事者も含まれるため出勤や偏宅時間は24時間に

分散しているが,通勤時間は最大180分 ,最少0分 ,平

均23.73分 (SD 22.05)で,全国平均の64分 と比べると大

変短い 休日出勤は「よくある」の23.1%(74人 )と 「時々

ある」の470%(151人 )を併せると,7割の人にある程度

の休日出勤があつた 午後10時以降の帰宅は,「よくあ

る」の13.8%(44人 )と ,「時々ある」の27.8%(89人 )を併

せると4割であつた。全国と比較すると宮崎県は平均仕

事時間が若千短いが, 日曜日の出勤者率は高い.必ずし

も週休2日 制ではないため,土曜日については,さ らに

出勤者率が高いう。

「あなたの職場では,年次有給休暇(有給や年休)の 申し

まつたく
とってい

ない
39.0,6
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出が気軽にできますか」という問いに対しては,「気軽に

できる」の26.5%(71人 )や ,「どちらかといえば気軽」の

32.5%(87人 )に 対し,「気軽に申し出ができる雰囲気では

ない」の31.0%(83人 )と ,「申し出はできない」の10.1%(27

人)を併せると4割の人が取りにくい職場環境であること

も判明した.

このことは,「 これまでに子育てのために年次有給休

暇をとったことがありますか」 (図 5)に対しても,「あ

まりとっていないJの 24.7%(66人 )と ,「まったくとつて

いないJの 39.0%(104人 )を併せると6割以上となり,年

次有給休暇をとりにくい者が過半数であることにも反映

されている。

協力的で

14.6X

図6 勤務先は家庭生活や子育てに協力的

しかし,「勤務先は従業員の家庭生活や子育てに協力

的だと思われますか」 (図6)では,「十易力的」の24.6%(66

人)と ,「どちらかというと協力的」の37.3%(100人 )を併

せて6割以上の人が協力的であると回答している また

「職場の上司や同僚に,家庭生活や子育ての悩みや問題

について,気軽にそうだんできますかJでは,「気軽にで

きる」の21.6%(58人 )と ,「 どちらかというと気軽にでき

る」の48.1%(129人 )を併せると約7割が気軽であると回

答している.規模が30人未満の勤務先が約半数と多いた

め,有給休暇が取りにくいことがうかがわれるが,職場

の協力や相談体制は良いと受け止められている。正規の

休暇取得が難しくても,規模が小さいとお互いの事情が

分かりやすいなどにより,融通の効く側面があることも

予想される.

図7は勤務先に期待する子育て支援についてである。3

つまでの選択形式の「勤務先からどのような支援や手助

けがあったらよいと思われますか」という問いには,一

番希望が多かつたのは 「8.子育て費用の経済的援助」の図5 子育てでの有給休暇の取得



64.9%(168人 )で ある。次いで 「6.子 どもがけがや病気

のときの看護休暇Jが48.6%(126人 )と 多く,労働時間の

短縮や育児休暇・育児時間よりもニーズが高かった°。ま

た,聰.と りやすい年次有給休暇」も37.1%(96人 )と多く,

父親たちにとっては有給休暇の有効活用が優先される課

題であることが分かる。「9.そ の他Jの 1.2%(3人 )には
,

有給休暇や看護休H眼 の取得しにくさや,仕事のカバーが

ないと休んでも翌日の仕事がきつくなることなどへの対

応の希望が記されていた.

5.地域社会に求めること

最後に,地域社会に対して求める支援について記述す

ることにする.「子育てについて,地域でどんな支援や手
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助けがあったらよいと思われますかJと いう問いに対し,

3つ までの選択とした(図 8)。 今までの回答とも傾向が重

なるが,陛.病児保育や一時保育Jの 42.9%(123人)が一

番多い。次いで 「3.延長保育や休日保育,夜間保育など

の保育園の保育サービスの充実Jの 40.1%(115人 )が多

く,調査対象の父親は共働きであるため,保育サービス

の拡充が強く期待されている。

「8。 子どもたちや親がいっしょに遊ぶための場や機会」

の38,7%(111人 )や 「10。 身近な地域住民の日力け合い」の

26.1%(75人 )も 希望が多かつた.

「11,その他」の4.5%(13人 )に は,自分たちが小さい時

のように,高齢者と接したり,動物や自然と触れ合えた

り,子 どもも様々な出合いができる場所が欲しいという希
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図7 勤務先に期待する子育て支援(3つ まで選択)
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11その他
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図8 地域社会に期待する子育て支援(3つ まで選択)



118

望があった。小さな子どもも使える遊具のある公園が近隣

に少ないとの記述も複数みられ,小さな子ども用の遊具

のある公園の設置や休日も使える施設の要望など,子ど

もと過ごせる地域環境を整えることへの希望もみられた。

また,保育料金の見直し,助成金,学童保育を増やす ,

深夜の小児科医による救急医療体制の充実など,制度の

改革に期待する内容も多く記入されていた。

子育てに関する意見についての自由回答欄への回答率

は29,2%(95人 )と , 3人 に1人の父親から記述が寄せられ

た。いずれも大変熱心な記述内容となっていた。自分の

子育てについての考え方に加え,こ れまでの結果とも重

複するが,以下の内容が多かつた.残業や休日出勤と子

育てとの葛藤について,公園の整備の必要性について
,

雇用環境や保育体制についての要望,子どもとの遊び方

やコミュニケーションの方法が分からないなど具体的方

法を尋ねるものもあった.一人当たりの記述量も多く,

色々と制約のある中で,試行錯誤しながらも,一生懸命

に子どもと関わろうとする父親たちの姿が伝わる内容で

あった。

調査項目は,こ こで挙げた項目以外にも,生活満足度 ,

普段の妻との会話,妻への理解,自 分の気持ちに対する

妻からの理解についてなどがある。これらの項目について

は,今回は,スペースの問題から結果の公表は割愛する。

考察

1999年に旧厚生省が 「子育てをしない男を父とは呼

ばない」というキャンペーンを展開し注目された。実際

には,父親の育児や家事時間は増えず,む しろ労働時間

は長時間化している。社会的環境が整わなくても,父親

自身の意識は高まっている9.進む少子化現象を背景に,

ワーク・ライフ・バランスの視点からも父親の育児休暇の

取得が必要と,雇用県境への働き掛けも進められている。

今回のアンケー ト調査からも,調査対象地域の父親た

ちの子育てに関わるべきだという意識は強いことが確認

できた.実際に,育児参加率も高く, 自己評価も良い。

確かに,通勤時間は都市部と比較するとかなり短く,平

日でも子育ての時間が長い。休 日出勤は多いが,休みの

場合は,さ らに子育て時間は長くなる.今回の調査対象

となった地域の父親たちは,子どもと接する時間に関し

ては,都市部よりもゆとりがみられた。

一方で,父親の年収が低く,保育園児の妻でも常時雇

用者は半数に満たない。主に夫に扶養責任がかかり,父

親が育児休暇を取得するという選択肢は明らかに減収を

意味するため,こ のような地域では現実的でない.
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むしろ,子 どもが小さくても共働きの必要性が高く,

休日出勤も多いこの地域では,安心して子どもを預けて

働くことのできる様々な地域環境の整備が求められてい

る.延長保育や休日保育,病時保育や一時保育など,個

別の多様な保育ニーズヘの対応と,夜間など小児科医の

緊急医療体制が強く求められている。

さらに,地域住民同士の助け合いなどサポー ト・ネッ

トヮークも必要である。身近な地域での遊びの機会や安

全な遊び場の設置への要望も高い。

地域では,そ こに暮らす子育て世代の実情に応じた保

育システムの多様化や社会資本の整備といつた行政も含

めたフォーマルな支援の拡充と,地域の住民による子ど

もたちの見守りや,困 った時の助け合いなど,イ ンフォ

ーマルなサポー ト・ネットワークの構築が必要だろう。

次に,勤務先に対しての要望である。扶養手当の充実

など子育てに対する経済的支援はもとより,看護休暇や

有給休暇など,条件を満たせば本来取得できるはずの制

度が利用しやすくなることが求められている。仕事のた

めに子どもと過ごす時間が短いという声は子育てで困つ

ていることで一番多かつた.これらの休暇の取得推進を

含む両立支援は,「次世代育成支援対策推進法」により,

現在は従業員規模が300人以下の事業所では努力義務で

あるが,一般事業主に対する行動計画の策定として働き

掛けられているところである。さらに法成立3年後の見

直しとして,行動計画策定義務対象の事業所を従業員規

模101人 以上に広げる法改正がなされ,2011年4月 より

施行される。子育て世代の従業員への休暇取得促進は企

業の社会的責任として求められてきている。

「子どもと家族を応援する日本J重点戦略検討会議の

とりまとめでは,現行の「子ども 。子育て応援プランJ

や地方公共団体の次世代育成のための行動計画の見直し

に当たり,利用者の視点に立った点検・評価とその反映

を盛り込んでいる.地域差もその一つの要因である。地

域によるニーズの違いを前提としつつ,利用者がそれぞ

れの生活圏で必要なサービスを受けられているかという

視点に立った点検 。評価の導入が必要と明記されている.

これまでの一連の子育て施策は,策定段階で全国デー

タが用いられるため,地方の実情が反映されにくかった

が,今回行ったアンケー ト調査結果から,宮崎県北部地

域の父親たちの意識と実態を把握することにより,こ の

地域の特性にあった支援となる内容の核が見えてきたよ

うに思われる.

1つ 目は,公的な育児支援の充実である。夫の年収が

都市部に比べると低く,子どもが小さくても共働きが心

至である地域である.休 日出車力も多い。核家族世帯が多



い中,子どもを預ける必要のある夫婦にとって,安心し

て働ける環境が必要である。夜間の子どもの急病など緊

急時にも時間外診療が受けやすい体制や,病児保育とい

ったまだ一部の保育園でしか提供されていないサービス

に加え,夜間保育,休 日保育や一時保育といった保育サ

ービスの多様化の実現は早急に望まれる.

さらに,小さな子どもにも安全な遊び場など,公園と

遊具の充実,周辺の道路などの社会資本の整備も必要で

ある.

2つ 目として,企業や事業所において,すでに定めら

れている労働条件の見直しである。従業員にとっては,

子育てに協力的で相談しやすい職場であることはうかが

えた。しかし,有給休暇や看護休暇など子育て世代の必

要な休暇が取得をしやすくなることへの声はやはり強い。

父親に対する育児参加への社会的期待が強まる中,父親

たち自身の自覚も高まっており,仕事と家庭の両立に対

する葛藤を抱くことにもなりかねない。もともとアメリ

カの企業におけるワーク・ライフ・バランスヘの取り組み

は,優秀な人材を確保する目的がある。日本の若者の就

職活動においてもワーク・ライフ・バランスは重要視され

てきている1の。優秀な人材確保の視点からも,職場で可

能な方法について具体的に取り組む必要があるだろう.

3つ 日は,地域住民によるサポー ト体制を整えること

である.地域関係が希薄になっているというが,今回の

調査対象である子育て世代には,地域からのサポー トヘ

の期待は高かった。居住地域の中で,相互扶助への期待

は強い。社会的ネットワークと父親の育児参加の研究に

おいては,母親の育児をよく手伝う強い紐帯の数が多い

ほど父親の育児参加は少ないが,強い組帯の数が少なく

弱い紐帯の数が多いほど父親は育児によくが加している

ことが明らかにされている(松 田2008:3960)1う.父親

の育児参加が大きいと,地域におけるインフォーマルな

サポー ト・ネットワークも広く,児童館の利用など地域

資源の活用も大きい(松田2008:6183).こ のように
,

子育て世帯の外へとネットワークが広がることは,子育

て世帯にとっていざという時に公的支援以外の受け皿と

もなりうるだろう.た とえば,絵本の読み聞かせ教室や

遊びの場の提供などは,休 日に地域の人々と父親や子ど

もが触れ合う機会を広げ,父親が地域に参加しやすい環

境をもたらすことが考えられる.

地域社会を舞台に,地方公共団体,地元企業,地域住

民がそれぞれにこれら3点 に取 り組むことが,宮崎県北

部地域における次世代育成の具体的内容になるだろう。

今後は,項 目間の関連を分析することにより,よ り詳

しく父親の意識構造を分析することに加え,今回の調査
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対象地域の勤務先側の子育て支援に対する取り組みの意

識と実態についても調べ,両者の比較検討を行うことに

より,地域の実情に合ったより有効な子育て支援の在り

方について考えていきたい。
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註

1)「少子化対策プラスワン」では,すべての働きなが

ら子どもを育てている人のため,男性も含めた働き

方の見直しや仕事と子育ての両立推進などが主な取

り組みとして挙げられている。その中で,男女の育

児休業の取得促進のため,女性で80%,男 性で

10%を 取得率の目標値として設定された。この目

標値は,「少子化社会対策大綱Jに基づき2004年 に

策定 された 「子 ども・子育て応援 プラン」や ,

2007年 に策定された 「仕事と生活の調和(ワ ーク・

ライフ・バランス)憲章」に基づく「仕事と生活の

調和推進のための行動計画」にも10年後の2017年

の目標値となっている。

2)「カエル !ジ ャパンJキ ャンペーンは,「国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を感じながら働き,仕事上

の責任を果たしながらも,家庭や地域生活などとい

うさまざまな場において, また,子育て期や中高年

期といった人生のさまざまな段階に応じて,多様な

生き方が選択 。実現できる社会」を理想とし,その

ためには各企業や労働者,国や地方公共団体が連携

し,社会全体で取り組んでいくことが欠かせないた

め行わる集中キャンペーンである.同様に,厚生労

働省による「仕事と生活の調和推進プロジェクト」

は企業10社 の協力の下,取組状況や成果について

事業主や国民全体にPRす ることを通じて仕事と生

活の調和実現に向けた社会的気運の醸成を目指すも

のである.

3)「平成10年～平成14年人口動態保健所・市区町村別

統計の概況」では,調査対象地域の合計特殊出生率

は,延岡市1,80,門川町1,76, 日向市1.76で ある。
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4)調査研究の性格上,回収票337票のうち,基本属性

である回答者である父親の年齢が無記入のものと
,

子ども数を訪ねている項目が無記入のもの12票 を

無効とした。今回は,共働き家庭における父親の子

育てか加を計測することが目的だったので,保育園

を対象としたが, どの園でも母子家庭が多く,配布

数自体が見込みよりも少なくなった.

5)ア ンケー ト調査の配布をこの時期に行つたのは ,

2008年春の通常国会において児童福祉法の改正案

が通常国会に提出され,その中に次世代育成支援対

策推進法において,行動計画策定の義務を負う一般

事業主の対象を常時雇用の労働者が100人 を超える

(現行300人 を超える)への改正が盛り込まれていた

からである。企業対象がさらに広がることにより,

宮崎県北部地域においても該当する企業の増加が見

込まれ,企業の行動計画策定と父親たちの実情との

比較検討を意図した.こ の改正案は2008年春の通

常国会では,衆議院では可決されるも参議院で期限

切れとなったが,同年11月 26日 に参議院本会議に

おいて全会一致で可決,成立し,行動計画策定の義

務を負う一般事業主の対象を拡大する改正部分は

2011年 4月 から施行されることとなった。

6)地域特性の説明として用いるデータは,総務省統計

局 に よ る “e Stat"(政 府 統 計 の総 合 窓 口

httpプ/wwwostat.go.jp)に よる。参照時点では,平

静19年度までに収集 したものから最新年度のデー

タが採用されている。そのため,本研究の調査は

2008年 3月 であるが,参照するのは2005年や2006

年のデータとなる。

7)平成18年社会生活基本調査では,末子就学前の有

業の男性の平日の通勤時間の全国平均は64分であ

る。また,同対象者の週全体でみた1日 の仕事時間

(行動者)は全国で580分 に対し,宮崎県は566分

である。 日曜 日に仕事 を している行動者率は

35.5%(全 国平均31.5%),土曜 日の行動者率は

61,1%(全 国平均55,4%)で ある。

8)育児休業法は平成4年 に制定され,平成17年 に育

児・介護休業法と改正された.育児休業法では,小

学校就学前の子どもを養育する労働者は1年 に5日

まで看護休暇が取れるよう定められている。
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9)子育て上での悩みや問題点で「子どもと接する時間J

をあげた日本の父親は,1994年 には27.6%であっ

たのと比較すると,2005年 の調査結果では41,3%

に上昇し,10年 の間に父親の認識に大きな変化が

あったことが確認されている(国 立女性教育会館編

2007:212-216).

10)日 本経済新聞が2007年 10月 か ら12月 にかけて

2009年卒業予定の全国の大学3年生(有効回答数

4,775人 )を対象に就職希望調査を実施したところ
,

求める就職観に「生活と仕事の両立Jが 7項 目中 ト

ップとなった。企業間にワーク・ライフ・バランス

の考え方が広がるなか,学生の就職に関する考え方

にも同じような傾向があることが報告されている

(日 本経済新聞第二部2008年 2月 8日 付).

11)松田は,グ ラノベッター(Granovetter,M.S.)の弱い

紐帯の理論を背景として,弱い紐帯が多く含まれる

ネットワークほど多様性が高く,疎なネットワーク

ほど高いサポー トカを発揮すると想定する社会的資

源仮説に注目した。この仮説を育児ネットワークに

応用し,世帯外で育児を支えるネットワークの規模

を,中心的に育児を支えているネットワークの核を

なす強い紐帯の人数と,その周辺に位置するネット

ワークである弱い紐帯の人数とに分けて分析した結

果,弱い紐帯の人数が多い人ほど父親の育児参加度

が高くなると指摘している.
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